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Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２１年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

8,637 6,396 2,241 （　　　　） 9月30日

千円 千円 千円 千円

8,927 6,384 2,543 （　　　　） 10月1日

千円 千円 千円 千円

6,830 5,058 1,772
（　　　　）

9月30日

千円 千円 千円 千円

6,842 5,058 1,772 12
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

6,854 5,058 1,772 24
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

6,297 4,368 1,606
262

 　61
（広域異動手当）

（通勤手当）
9月30日 ◇

Ｃ理事

法人の長Ｂ

Ｂ理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長Ａ

Ａ理事

国立大学法人佐賀大学の役職員の報酬・給与等について

前職

Ｄ理事

国家公務員の給与制度を参考とし，平成２１年度から期末特別手当を引き

下げ，国と同様に６月期は１．４５月分，１２月期は１．６５月分とする改定を行

い，平成２１年１２月から報酬月額の約0.3％を引き下げる改定を行った。

国家公務員の給与制度を参考とし，平成２１年度から期末特別手当を引き

下げ，国と同様に６月期は１．４５月分，１２月期は１．６５月分とする改定を行

い，平成２１年１２月から報酬月額の約0.3％を引き下げる改定を行った。

当大学が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において，「役員としての業務

に対する貢献度等を総合的に勘案し，学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会に諮った

上で，その額の１００分の１０の範囲内で，これを増額し，又は減額することができる。」として

いる。

改定なし

国家公務員の給与制度を参考とし，平成２１年度から期末特別手当を引き

下げ，国と同様に６月期は１．４５月分，１２月期は１．６５月分とする改定を行

い，平成２１年１２月から報酬月額の約0.3％を引き下げる改定を行った。

改定なし
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千円 千円 千円 千円

7,079 5,046 2,009 24
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

7,067 5,046 2,009 12
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

7,079 5,046 2,009 24
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

7,266 5,046 2,009 211
（通勤手当）

10月1日

千円 千円 千円 千円

360 360
（　　　　）

9月30日

千円 千円 千円 千円

1,059 1,020 39
（通勤手当）

9月30日

千円 千円 千円 千円

990 990
（　　　　）

10月1日

千円 千円 千円 千円

12,019 8,728 3,267 24
（通勤手当）

*

千円 千円 千円 千円

1,530 1,530
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２１年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

8,794 ５ ６ 9月30日 －

千円 年 月

5,058
（51,224）

４
（33）

０
（6）

9月30日 －

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：Ｃ理事については、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載す
　　　るとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」
　　　欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

国立大学法人佐賀大学役員
退職手当規程第２条第１項を
適用し支給した。

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事

Ｂ監事
（非常勤）

Ｈ理事

Ｉ理事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要

国立大学法人佐賀大学役員
退職手当規程第５条第３項を
適用し支給した。

Ｆ理事

Ａ監事

Ｋ理事
（非常勤）

Ｅ理事

Ｇ理事

Ｊ理事
（非常勤）

Ｃ理事

法人の長Ａ
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Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　　　６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する

　　職員に対し，基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成

　　績に応じて，それぞれ支給割合を決定する。

　　（国家公務員の給与制度に準拠）

　　　昇給日（毎年１月１日）前１年間におけるその者の勤務成績に応じて，

　　それぞれ昇給号俸数を決定する。

　　　具体的には，１年間良好な成績で勤務した者を，４号俸上位の号俸

　　に昇給させることを基準として，勤務成績に応じ昇給号俸数を加減さ

　　せることにより昇給号俸数を決定する。

　　　ただし，平成２１年度までは，これらの昇給号俸数を経過的に１号俸

　　抑制させる。

　　（国家公務員の給与制度に準拠）

　昇格　：　特に勤務成績が優秀で，かつ大学が定める必要経験年数を

　　　　　　有している者は上位の職務の級に決定することが出来る。

　　（国家公務員の給与制度に準拠）

　降格　：　勤務成績が不良な場合は，下位の級に決定することが出来る。

　　（国家公務員の給与制度に準拠）

昇　　　給

　① 人件費管理の基本方針

昇格・降格

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

当法人の教育，研究及び地域・国際貢献活動等の目的に沿った総合的な人員計画並

びに中期目標，中期計画に掲げる総人件費改革の実行計画を基に，当法人において決

定された当初予算の範囲内で適正かつ効率的な人件費管理を行う。

国家公務員の給与制度並びに毎年の人事院勧告を参考とし，対応する職種毎に給与

水準を決定する。

昇給の実施及び勤勉手当の成績率の判定に当たっては，人事評価制度による評価結

果等を踏まえた勤務成績を考慮している。
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　ウ 平成２１年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,288 44.7 6,658 4,922 69 1,736
人 歳 千円 千円 千円 千円

301 44.8 5,515 4,101 75 1,414
人 歳 千円 千円 千円 千円

568 48.3 8,295 6,092 78 2,203
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

266 36.7 4,720 3,526 43 1,194
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 50.7 5,219 3,891 87 1,328
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 45.6 7,314 5,453 50 1,861
人 歳 千円 千円 千円 千円

44 42.1 6,716 5,040 96 1,676
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 45.2 5,734 4,243 49 1,491
医療職種

（病院医療技術職員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

区分 人員

技能・労務職種

医療職種
（病院医師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

平成２１年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院看護師）

平均年齢

常勤職員

国家公務員の給与制度を参考とし，以下の改正を行った。

○平成２1年４月から

・ 勤務1時間当たりの手当の額について，１日単位で支給される手当において，そ

の額を７．７５で除した額に変更した。

・ 職務付加手当の対象に，本学の教員免許更新講習に係る職務を追加した。

・ 本学に勤務する大学教員について，独創的又は先駆的な研究課題に取り組み，

極めて優れた研究成果をもたらしたと認められる者に優遇措置を行い学術研究の

更なる推進に資するため，研究推進特別手当（月額６万円，３年間支給）を新設し

た。

○平成２１年６月及び１２月から

・ 期末・勤勉手当の年間の支給月数を引下げた。（４．５月分⇒４．１５月分）

・ １２月から，給与表の本給月額（本給の調整額及び管理職手当を含む。）を平均

０．２％引下げた。

また，自宅に係る住居手当（新築・購入後５年に限り支給 ２，５００円）を廃止し

た。ただし，従前から引き続いている自宅に係る住居手当の受給者には，経過措

置として平成２１年１２月から当該者の満期（最長５年）まで月額１，０００円を継続

して支給することとした。
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 62.2 3,032 2,576 87 456
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 62.2 3,032 2,576 87 456
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

105 32.0 3,665 2,813 50 852
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 48.1 3,214 2,433 67 781
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 28.2 3,615 2,790 53 825
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

64 27.0 3,712 2,856 38 856

注１ ： 常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

注２ ： 「技能・労務職種」とは，調理師，自動車運転手，用務員等の技能・労務的業務に従事する職種を示す。

注３ ： 「教育職種（附属高校教員）」には，附属特別支援学校教員を含む。

注４ ： 「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

注５ ： 非常勤職員の教育職種（大学教員），技能・労務職種，特定教育職員については，各々該当者が２人以下

　　  のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，人数以外は記載していない。

　　  

技能・労務職種

特定教育職員

特定看護職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

非常勤職員

医療職種
（病院看護師）

再任用職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

在外職員

任期付職員

事務・技術
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②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部　長 4 56.0 ― 10,274 ―

課　長 17 55.9 7,604 7,872 8,139

副課長 24 53.6 6,419 6,571 6,710

係　長 133 49.2 5,553 5,881 6,155

主　任 64 42.6 4,558 4,989 5,363

係　員 59 29.6 3,156 3,448 3,721

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））
〔在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。以下，⑤まで同じ。〕

注１ ： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。

注２ ： 年齢２０～２３歳の該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　　年間給与については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

代
表
的
職
位

注 ： 「課長」には課長相当職である「事務長」及び「主幹」，「副課長」には副課長相当職である
　　　「副事務長」，「専門職」及び「技術専門員」，「係長」には係長相当職である「技術専門職
　　員」を含む。

注 ： 「部長」の該当者は４人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円



- 7 -

（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教　授 212 56.6 9,327 10,000 10,539

准教授 196 45.2 7,316 7,745 8,252

講　師 47 44.1 6,858 7,295 7,757

助　教 102 39.1 5,805 6,137 6,539

助　手 3 48.5 ― 6,247 ―

教務員 8 43.0 4,656 5,260 5,647

代
表
的
職
位

注 ： 「助手」の該当者は３人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注１ ： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 ― ― ― ―

副看護部長 2 ― ― ― ―

看護師長 20 47.9 5,834 6,182 6,359

副看護師長 42 45.9 5,361 5,759 6,118

看護師 201 33.4 3,615 4,261 4,948

代
表
的
職
位

注 ： 看護部長の該当者は１人，副看護部長の該当者は２人のため，当該個人に関する情報が特定さ
　　　れるおそれのあることから，「平均年齢」以下の事項について記載していない。

注１ ： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注２ ： 年齢２０～２３歳の該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　　年間給与については表示していない。
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年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人千円
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③

　（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 主任 係長 課長補佐 課長

な職位 一般職員 主任 係長 課長補佐

人 人 人 人 人 人

301 31 35 172 34 18

（割合） (    10.3% ) (    11.6% ) (    57.1% ) (    11.3% ) (    6.0% )
歳 歳 歳 歳 歳

30
～
23

49
～
28

58
～
35

59
～
39

59
～
50

千円 千円 千円 千円 千円

2,835
～

2,092

3,588
～

2,401

5,351
～

2,970

5,378
～

4,352

6,313
～

4,641
千円 千円 千円 千円 千円

3,705
～

2,813

4,810
～

3,233

7,066
～

4,048

7,249
～

5,873

8,193
～

6,463

区分 ６級 ７級 ８級 ９級

標準的 局長

な職位 部長

人 人 人 人

8 2 1 該当者なし

（割合） (    2.7% ) (    0.7% ) (    0.3% )
歳 歳 歳 歳

59
～
53

～ ～ ～

千円 千円 千円 千円

6,333
～

5,924
～ ～ ～

千円 千円 千円 千円

8,534
～

7,927
～ ～ ～

課長

職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）
／医療職員（病院看護師））

一般職員

人員

部長

所定内給
与年額(最
高～最低)

局長

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

注 ： ７級における該当者が２人，８級における該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定さ
　　　れるおそれのあることから，「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。
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　（教育職員（大学教員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的

な職位
人 人 人 人 人 人

568 8 105 48 195 212

（割合） (    1.4% ) (    18.5% ) (    8.5% ) (    34.3% ) (    37.3% )
歳 歳 歳 歳 歳

56
～
30

53
～
28

63
～
30

61
～
31

64
～
42

千円 千円 千円 千円 千円

4,705
～

2,984

5,648
～

2,911

6,386
～

3,516

7,043
～

4,252

8,955
～

5,651
千円 千円 千円 千円 千円

6,388
～

3,995

7,368
～

3,912

8,576
～

4,808

9,377
～

5,702

12,437
～

 7,773

　（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 看護部長

な職位 副看護部長

人 人 人 人 人 人

266 該当者なし 201 42 20 3

（割合） (    75.6% ) (    15.8% ) (    7.5% ) (    1.1% )
歳 歳 歳 歳 歳

～
59
～
23

58
～
31

58
～
37

58
～
47

千円 千円 千円 千円 千円

～
4,599

～
2,392

4,865
～

3,387

4,969
～

4,061

6,815
～

4,693
千円 千円 千円 千円 千円

～
6,165

～
3,193

6,614
～

4,525

6,795
～

5,525

8,712
～

6,495

区分 ６級 ７級

標準的

な職位
人 人

該当者なし 該当者なし

（割合）
歳 歳

～ ～
千円 千円

～ ～
千円 千円

～ ～

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

准看護師 看護師 副看護師長 看護師長

教　授教務職員
助　教
助　手

年齢（最
高～最

低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最
高～最

低）

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

講　師 准教授

所定内給
与年額(最
高～最低)

看護部長

年間給与
額(最高～

最低)

看護部長

人員

年間給与
額(最高～

最低)
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④

　（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.3 66.7 65.1

％ ％ ％

36.7 33.3 34.9

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～32.7 44.9～28.8 43.5～30.7

％ ％ ％

64.5 68.7 66.7

％ ％ ％

35.5 31.3 33.3

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～32.0 36.7～28.1 37.4～29.9

　（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63.1 66.9 65.1

％ ％ ％

36.9 33.1 34.9

％ ％ ％

         最高～最低 45.7～33.3 48.4～29.4 47.1～31.2

％ ％ ％

64.8 68.7 66.9

％ ％ ％

35.2 31.3 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 42.3～32.2 36.7～28.8 38.8～30.7

　（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

64.2 68.3 66.4

％ ％ ％

35.8 31.7 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 38.1～34.3 33.9～30.3 34.4～32.2

％ ％ ％

64.0 68.1 66.2

％ ％ ％

36.0 31.9 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～32.4 36.7～28.5 37.4～30.6

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

一般
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

区分

管理
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

一般
職員

一律支給分
（期末相当）

一般
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

区分

管理
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）
／医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分
（期末相当）

査定支給分
（勤勉相当）

（平均）
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⑤

　（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 79.5

対他の国立大学法人等（事務・技術職員） 93.1

　（教育職員（大学教員））

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）） 93.4

　（医療職員（病院看護師））

対国家公務員（医療職（三）） 93.5

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師）） 96.5

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 　　８６．１

参考 学歴勘案　　　　　　 　　７９．３

地域・学歴勘案　　　　　８５．８

講ずる措置
　引き続き，国に準拠した給与により適正な給与水準を維持してまいりたい。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

－

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　　　３７．６％
　　（国からの財政支出額　１１，７９５，６４７千円，
　　  支出予算の総額   　　３１，３５１，２４６千円：平成21年度予算）

【検証結果】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は ３７．６％，対
　国家公務員の指数は ７９．５ であり，また，累積欠損は無い。
　　以上のことから，給与は適切な水準と考えられる。

【累積欠損額について】
累積欠損額　　　　０円（平成20年度決算）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員
／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　　７９．５
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○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 　　９５．９

参考 学歴勘案　　　　　　 　　９２．６

地域・学歴勘案　　　　　９４．８

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 90.8

【累積欠損額について】
累積欠損額　　　　０円（平成20年度決算）

講ずる措置
　引き続き，国に準拠した給与により適正な給与水準を維持してまいりたい。

　　（注）上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，平成21
　　年度の教育職員（大学教員）と国の行政職(一)の年収比率を比較して算出した指数である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

－

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　　　３７．６％
　　（国からの財政支出額　１１，７９５，６４７千円，
　　  支出予算の総額   　　３１，３５１，２４６千円：平成21年度予算）

【検証結果】
　　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は ３７．６％，対
　国家公務員の指数は ９３．５ であり，また，累積欠損は無い。
　　以上のことから，給与は適切な水準と考えられる。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　　　９３．５

なお，平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平

成15年度の教育職（一））との給与水準（年額）の比較指標である。
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Ⅲ　総人件費について
当年度

（平成21年度）
前年度

（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注 ： 「非常勤役職員等給与」においては，寄附金，受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に

係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，当法人の財務諸表附属明細書の「17 役員

及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

11,840,825 11,395,498 11,289,121 11,148,570 10,869,965

△ 3.8 △ 4.7 △ 5.8 △ 8.2

△ 3.8 △ 5.4 △ 6.5 △ 6.5

注1：「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧

　　告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成18年，平成19年，平成20年，

　　平成21年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％，０．７％，０％，▲２．４％である。

注2：基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出

　　した平成17年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

退職手当支給額
1,111,161 1,179,546 △ 68,385 （△　5.8） 263,204 （　31.0） 

比較増△減
中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

給与，報酬等支給総額
10,869,965 11,148,570 △ 278,605 （△　2.5） △ 544,373 （△　4.8） 

区　　分

非常勤役職員等給与
2,807,940 2,383,262 424,678

福利厚生費
1,552,564 1,596,620 △ 44,056 （△　2.8） △ 59,944

人件費削減率（補正値）
（％）

（  　0.2） 1,013,325 （　6.6） 
最広義人件費

16,341,630 16,307,998 33,632

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与，報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

（　17.8） 1,354,438 （　93.2） 

（△　3.7） 

① 「給与，報酬等支給総額」及び「最広義人件費」についての増減要因

「給与，報酬等支給総額」について，対前年度比 2.5ポイント減となっているが，これは平成21年度に実

施した期末・勤勉手当の大幅な引下げ及び本給ベースのダウンと，平成18年4月に実施した給与構造改

革による本給ベースのダウン及び平成22年1月までの昇給抑制並びに定年退職者の後任不補充が主な

要因になったものである。

また，「最広義人件費」については，対前年度比 0.2ポイント増となっているが，これは上記減額要因に

併せて，医学部附属病院におけるコメディカル体制の整備に伴う非常勤職員の増員及び受託研究等外

部資金による非常勤職員（研究補助スタッフ）の増加等により増減額が相殺され，微増となったものである。

② 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

中長期的観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策として，総人件費改革の実行計

画を踏まえた人件費の削減を目指し，当法人の教育，研究及び地域・国際貢献活動等の目的に沿った

組織の改編等を見据えた，総合的な人員計画及び定年退職者の後任不補充も視野に入れた人員管理

のルールを策定し，効率的で実効性のある人件費削減に取り組んでいる。

上記を踏まえ，総人件費削減必要額に対応した削減数を決定し，大学教員及び事務系職員の平成21

年度までの部局別の人員削減計画を策定した。平成21年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。
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